
【土砂災害防止法の改正】

〇平成29年6月19日施行（5月19日交付）

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設※の管理者等は避難確保計画の作成・

避難訓練の実施の義務化（同法８条の２）

〇令和３年7月15日施行（5月10日交付）

・市町村長に避難訓練の結果報告の義務化（同法８条の２第５項）

・市町村長が施設に対して避難確保計画に関する助言・勧告できる制度を創設

（同法８条の２第６項）

※市町村防災計画に定められた施設が対象
※避難訓練は毎年実施する

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等

【富山県内の状況（令和７年3月末時点）】

・避難確保計画作成率：100.0％（104施設中104施設）

・避難訓練実施率：91.3%（104施設中95施設）

【留意点】

・避難確保計画に基づく避難訓練実施の支援（避難訓練は原則年１回以上実施）

※eラーニング教材が国土交通省HPに掲載されていますのでこれらもご活用下さい。
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html

・市町地域防災計画の見直しにより施設数が増減した場合は報告をお願いします。

参考資料４
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【R6年度富山県内での避難訓練実施状況】

土砂災害警戒区域がある県内14市町（舟橋村除く）のうち、8市町で防災訓練を実施。

【2025年 全国一斉の取組】

2025年 「土砂災害・全国防災訓練」の実施について

R6.6.20 富山市 要配慮者利用施設の避難訓練 R6.10.5 南砺市防災訓練 R6.9.29 魚津市防災訓練

【2025年キャッチフレーズ】

「情報の確認、早めの避難」

今年の「土砂災害・全国防災訓練」(概ね6月に実施)では、近年の災害で土砂災害の発生のおそれに関す
る情報等を活用して早めの避難により被害を逃れた事例が報告されていることから、情報の確認、早めの避
難を実施する訓練を重点的に実施する予定です。

情報の確認 早めの避難

情報を確認し、早めに避難しましょう！
ハザード
マップ
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土砂災害警戒情報について

〇富山県土砂災害警戒情報支援システム

・リアルタイムで土砂災害の危険度等をHPで公開。
・土砂災害警戒情報が発表された場合、補足情報として避難判断地区を記載した
FAXを送信しています。避難指示発令対象地域の検討の参考資料として活用して
下さい。

〇土砂災害警戒情報とは

・命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況であることを
周知するために、県と気象台が共同で発表する防災気象情報。

富山県土砂災害警戒情報支援システム

・PC版
https://www.sabo.pref.toyama.lg.jp

・スマートフォン版
https://www.sabo.pref.toyama.lg.jp/sp/

・モバイルフォン版
http://www.sabo.pref.toyama.lg.jp/m/ 補足情報を記載したFAX

・警戒レベル４相当の情報。紫色のメッシュ内の土砂災害警戒区域に避難指示の
発令が基本。

スマートフォン版

モバイルフォン版
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